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                      中 部 電 力 株 式 会 社 

                      

 

託送供給等約款認可申請書等の補正について 

 

 託送供給等約款認可申請（平成27年７月31日）にあたって提出した下記の書

類を補正いたします。 

 

記 

 

補 正 事 項 

１．託送供給等約款認可申請書（平成27年７月31日付け本流系発第２号） 

  別冊１のとおりであります。 

 

２．電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定に基づき一

般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の

算定に関する省令事業者設定基準届出書（平成27年７月31日付け本流系

発第３号） 

  別冊２のとおりであります。 

 

３．消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書 

  別冊３のとおりであります。 

 

以 上 

代表取締役社長 
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勝 野  哲 




